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所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
は
お
早
め
に

■ 

確
定
申
告
書
の
作
成
は
、「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
！

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
は
、
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
な
ど
を
入
力
す

れ
ば
税
額
な
ど
が
自
動
計
算
さ
れ
、所
得
税
の
確
定
申
告
書
、

青
色
申
告
決
算
書
な
ど
が
作
成
で
き
ま
す
。

　

作
成
し
た
申
告
書
等
は
印
刷
し
て
書
面
で
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
ほ
か
、
電
子
申
告
（
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
）
を
利
用
し
て

提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　http://www.nta.go.jp

ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
と
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
申
告
が

で
き
る
便
利
な
シ
ス
テ
ム
で
す
。
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て

所
得
税
の
申
告
を
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り

ま
す
。

①
添
付
書
類
の
提
出
ま
た
は
提
示
を
省
略
で
き
ま
す
。

②
還
付
金
を
早
く
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
所
得
税
の
確
定
申
告
期
間
中
は
24
時
間
利
用
可
能
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

http://www.e-tax.nta.go.jp

■
納
期
限
と
振
替
納
税
の
ご
案
内

　

確
定
申
告
に
よ
る
所
得
税
の
納
期
限
お
よ
び
口
座
振
替
日

は
次
の
と
お
り
で
す
。
納
付
に
は
便
利
で
確
実
な
振
替
納
税

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

納
期
限　

３
月
15
日
（
火
）

　

振
替
日　

４
月
20
日
（
水
）

■
記
帳
義
務
の
拡
大

　

個
人
の
白
色
申
告
者
の
う
ち
前
々
年
分
あ
る
い
は
前
年
分

の
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
ま
た
は
山
林
所
得
の
金
額
の
合
計

額
が
３
０
０
万
円
を
超
え
る
方
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
記
帳

と
帳
簿
書
類
の
保
存
が
、
平
成
26
年
１
月
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の

所
得
を
生
ず
べ
き
業
務
を
行
う
全
て
の
方（
所
得
税
の
申
告
の

必
要
の
な
い
方
を
含
む
）に
つ
い
て
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
年
金
所
得
者
に
係
る
確
定
申
告
不
要
制
度

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が

20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。
但
し
、
町
・
県
民
税
に
お
い
て
所
得
控
除

（
生
命
保
険
料
控
除
等
）
が
あ
る
場
合
は
住
民
税
の
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。
所
得
税
の
還
付
が
発
生
す
る
場
合
は
確
定

申
告
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平
成
25
年
分
の
所
得
税
か
ら

復
興
特
別
所
得
税
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る

た
め
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
復
興
特
別
所
得
税

が
創
設
さ
れ
、
平
成
25
年
分
の
所
得
税
か
ら
適
用
が
始
ま
っ

て
い
ま
す
。
個
人
の
方
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
の
概
要
は

以
下
の
と
お
り
で
す
。

●
納
税
義
務
者

　

個
人
の
方
で
所
得
税
を
納
め
る
義
務
の
あ
る
方
は
、
復
興

特
別
所
得
税
も
併
せ
て
納
め
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

●
課
税
対
象

　

個
人
の
方
に
つ
い
て
は
、
平
成
25
年
か
ら
平
成
49
年
ま
で

の
各
年
分
の
基
準
所
得
税
額
が
復
興
特
別
所
得
税
の
課
税
対

象
と
な
り
ま
す
。

　
（
注
） 

給
与
所
得
者
の
方
は
、
平
成
25
年
１
月
１
日
以
降

に
支
払
を
受
け
る
給
与
等
か
ら
復
興
特
別
所
得
税

が
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
課
税
標
準

　

復
興
特
別
所
得
税
の
課
税
標
準
は
、
そ
の
年
分
の
基
準
所

得
税
額
で
す
。

　
（
注
） 

基
準
所
得
税
額
と
は
、
日
本
に
居
住
す
る
非
永
住

者
以
外
の
方
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
所
得
に
対
す

る
所
得
税
額
と
な
り
ま
す

●
復
興
特
別
所
得
税
額
の
計
算

　

復
興
特
別
所
得
税
額
は
次
の
算
式
で
求
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

【
算
式
】 

復
興
特
別
所
得
税
＝
基
準
所
得
税
額
×
２
・
１
％

●
確
定
申
告

　

平
成
25
年
か
ら
平
成
49
年
ま
で
の
各
年
分
の
確
定
申
告
に

つ
い
て
は
、
所
得
税
と
復
興
特
別
所
得
税
を
併
せ
て
申
告
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
申
告
書
に
は
、
基
準
所
得
税
額
、
復
興
特
別
所
得

税
額
等
一
定
の
事
項
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
／
町・県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

所
得
税
の
確
定
申
告
と
町
・
県
民
税
の
申
告
の
相
談
お
よ

び
申
告
書
の
受
付
を
２
月
16
日（
火
）か
ら
３
月
15
日（
火
）

ま
で
の
期
間
、
役
場
等
で
行
い
ま
す
。
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▪ 

国
民
年
金
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
の
控
除

証
明
書

▪
医
療
費
の
領
収
書
（
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
）（
※
２
）

▪
寄
附
金
の
受
領
証
（
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
方
）

▪ 

申
告
者
本
人
名
義
の
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の
（
還
付
の

時
に
必
要
）

※
１　

 

農
業
の
収
支
計
算
は
農
協
で
発
行
さ
れ
る
「
年
間
供

給
取
引
明
細
書
」
が
あ
る
と
便
利
で
す

※
２　

 

平
成
27
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
か
ら
保
険
金
等
で

補
填
さ
れ
た
額
を
差
し
引
い
た
残
額
が
、
10
万
円
以

上
ま
た
は
所
得
の
５
％
以
上
で
あ
る
場
合

町
・
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

　

個
人
の
町
民
税
・
県
民
税
の
申
告
は
、
毎
年
１
月
１
日
現

在
の
住
所
地
の
市
町
村
に
前
年
中
（
１
月
〜
12
月
）
の
所
得

金
額
な
ど
を
３
月
15
日
ま
で
に
申
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
申
告
は
、
町
民
税
・
県
民
税
を
計
算
す
る
た
め
の
基

礎
資
料
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
、
児
童
関
連
手
当
の
算
定
、
国
民
年
金
保

険
料
の
免
除
申
請
な
ど
に
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
す

る
方
は
所
得
が
な
い
場
合
で
も
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※ 

申
告
が
な
い
と
所
得
・
課
税
証
明
書
や
非
課
税
証
明
書

が
発
行
で
き
ま
せ
ん
。

申
告
時
に
ご
持
参
い
た
だ
く
も
の

▪
印
鑑

　

※ 

口
座
振
替
で
の
納
付
希
望
の
方
は
口
座
の
届
出
印
が
必

要
で
す
。

▪
給
与
、
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

▪ 

営
業
、
農
業
所
得
者
は
収
入
、
支
出
が
分
か
る
書
類
、
帳

簿
等
（
※
１
）

給
与
所
得
者
や
年
金
所
得
者
で
副
収
入
が
あ
っ
た
方
へ

　

住
民
税
は
各
種
所
得
を
合
算
し
て
税
額
を
算
出
す
る
た
め
、

副
収
入
の
所
得
金
額
に
よ
り
確
定
申
告
が
不
要
と
な
っ
た
場

合
で
も
住
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

【
副
収
入
の
例
】

　

 

営
業
、
農
業
、
外
交
員
報
酬
、
定
置
網
組
合
の
配
当
、
地
代
、

家
賃
、
原
稿
料
、
講
師
謝
礼
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

の
配
分
金
、
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
（
Ｆ
Ｘ
）
に
係
る
収
益

な
ど

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課　

℡
47

－

８
０
１
４　
　
　
　

今
庄
総
合
事
務
所　

☎
45

－

１
１
１
１

　
　
　
　
　

武
生
税
務
署　

℡
22

－

０
８
９
０　
　
　
　

河
野
総
合
事
務
所　

☎
48

－

２
１
１
１

対　象 日　時 （土日除く） 会　場

南条地区の全集落

２月16日（火）～
３月15日(火)

午前９時～午後５時

南越前町役場本庁

対　象 日　時 （土日除く） 会　場

今庄地区の全集落

２月16日（火）～
３月15日(火)

午前９時～午後５時

今庄総合事務所

対　象 日　時 （土日除く） 会　場

河野地区の全集落

２月16日（火）～
３月15日(火)

午前９時～午後５時

河野総合事務所

※ 還付申告についても確定申告期間内（２月 16日～３月 15日）のみの受付にな
ります。

※ 各地区の公民館での確定申告相談はありませんので、役場本庁・各総合事務所
での申告をお願いいたします。

申告相談日程表
　所得税の確定申告と町・県民税の申告の両方を受付いたします。
　大変混雑しますので、時間に余裕をもってお越しください。


